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第１部：再発議・再投票の請求について制限する期間を設けるか。

第１グループ

再発議（を制限）する期間を設ける 再発議を制限する期間を設けない

運動員のエネ

ルギーが蓄え

られる可能性

が高い。

住民の関心が

薄れる

↓

投票率が下が

る

（条件では）仕方

では

社会的・経済的情

勢等の変化で対応

できる。

風化する

形骸化する

再請求の期間は２年

が良いと思う。

（理由）

市長・議員の選挙（４

年）とのかねあい。

前回の投票の

影響を受けて

結果を予測で

きる。

半年でも十分では

費用・エネル

ギーが多大に

使われる（署

名集めなど）。

多くの人々に

アピール出来

る。

再請求できる

（理由）

前投票後の事

情の変化があ

る場合がある

から。

期間をもうけ

ない方が良

い。

判断する者が

いない。

新事実が出た

とき、すぐに

取り組めな

い。
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第２グループ

（再投票）再請求必要 （再投票）再請求が必要じゃない

案 件 再 請 求

必要

禁止期限なし

何回も

再請求への道

は閉ざすべき

ではない。

権利など法的なも

のはなおせる

時間の経過で人の

考えも変わる

はじまっては

じめて知り得

た現実の中で

あらためて完

成をめざすべ

きか、見直し

が出来ない事

は負の遺産を

残すのみ

事の重大さを

考えると、投

票の費用とま

ちがった決断

の負の費用と

を考えた時、

直前の経済の

論理で判断す

べきではな

い。

禁止期間はいらない。

その禁止期間に案件の状況が進んでしま

う。また、それがどれだけ重大な事であ

るかは請求者側が知り得ていることであ

り、それを訴える権利、そして住民の知

る権利も常に保障されていなければなら

ない。（取り返しのつかない事態が招かれ

てしまった責任は全住民が負うことに発

する）

期間は必要な

し

（状況の変化

がある。）
民意に反する

工事などの

進行を止め

る。

時間の経過に

よる変化で投

票時とは違う

要件

環境の変化

や、政治的な

指針の変化

期間あり

もう一度最初

から同じプロ

セスを踏まな

ければならな

い。

現実性がな

い。

パワーが出な

い。

直接請求など

への転換があ

る。

制限がなく

何回も

建築の関係

再請求だと

問題が大きく

なる。

法的拘束力ない

結果尊重義務の

場合は、強制力

をもってしまい

あいまいにな

る。

社会的なえい

きょう大

状況の変化で

事が進行す

る。

住民投票自体

が必要なくな

る。
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第１グループ

直接請求 住民投票条例

直接請求でも

よいのでは

①システムは

単純がうまく

いく

②お金がかか

らない

③情報公開を

する土台をま

ず作り上げる

べき

④地方議会の

変革と表裏一

体ですべき

⑤住民が成熟してい

るのか？

（いつも同じ顔ぶれ）

地域のエゴが

現れないか

政策決定の説

明責任がなさ

れてきたか？

情報の提供がなさ

れない事実がある

ので、住民は多大な

エネルギーばかり

費やされることに

なる

直接請求で重

大な案件も可

決されている
刈羽村原発の

プルサーマル

計画

＝

個別型でも常設型で

もどちらでも良いと

思う。

（理由）

時の流れによって事

情の変化があるから

「住民条例は必要と

考える」前提

地方分権を考える

時、住民投票制度は

必要と考える。（地

方の独自性を理由

とする。）

常設型で拘束力

がある条例が今

は必要！

議会制度・行政制度

が、北欧型が理想。

そうなれば、いらな

い。
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必要 不要（直接請求）

常設型 個別型 その他気のついた意見

住民自治を考え

た時、住民投票は

必要

住民投票を行う

事で住民自らの

責務(責任)をうな

がす

住んでる所の問

題が顕かになり、

考える機会を与

え、意識改革でき

る

住民の安全安心からかけはなれ

た公共事業、国の施策を思う時

住民の総意を確認し合い、正も

負もすべてを〝になう〟住民が

決断の意思を持つこと、それに

責任をもとうとする

住民自治の実現のために、この

投票制度が活用されていくこと

を願っています。

・そういった意味からも出来る

だけ制限をはずすこと

・多くの人の参加

・何度でも請求

・あらたな重大な事実を知り得

た時の即応性などを確保してお

きたい

○そして最も大切な理念として

目先の費用にとらわれる事のな

い、広くかつ長期的視野を持つ

住民の意識の成長を促していく

ことが大切

投票資格者

18才以上、外国人？

（できるだけ多くの

人が参加できるよう

に）

投票の期日

できるだけ長く

してほしい

請求・発議者

・わかりません

人口割合

専門家の意見が

ほしかった

投票結果はどん

なものでも知ら

せてほしい

直接請求で良い

・法律はシンプルが

良い

・直接請求の事例が

多い

常設型があると

問題が起きた時

取り組みやすい

住民投票（常設型）

いる・必要

（より現実的な執行ができる。

直接意見を聞ける）

住民投票の

費用の削減

をしてほし

い

情報公開時、役所

ではどのようにバ

ックアップしてく

れるのか？


